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（趣旨） 

第１条 この規程は、学校法人神奈川大学（以下「本法人」という。）の職員（附属学校教

育職員を除く。）が校務による命令又は許可に基づき出張（研究支援部が取り扱う国外学

会出張及び国外研究調査出張を除く。）する場合の旅費に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この規程において「職員」とは、就業規則施行細則第２条第１号（ア）の大学教育

職員、同条第２号の事務職員及び同条第３号の技術職員をいう。 

２ この規程において「教育職員」とは、職員のうち大学教育職員をいう。 

３ この規程において「出張」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 業務及び研修出張（職員が次号から第７号までに掲げる出張以外の業務又は研修の

ために行う出張（国外出張を含む。）をいう。） 

(2) 学会出張（教育職員が学会等の研究活動に関わる国内での行事（学会等の組織運営

に係る会議等の出席は、除く。）に参加する出張をいう。） 

(3) 研究調査出張（教育職員が自身の専門的研究について実施するフィールドワーク、

他研究機関等への調査等を行うための出張（国外出張を含む。）をいう。） 

(4) ゼミナール・卒業研究指導出張（教育職員がゼミナール、卒業研究その他別に定め

る正課授業科目の学生を教育・研究指導（合宿を含む。）のために引率する出張（国外

出張を含む。）をいう。） 

(5) 正課授業科目指導出張（教育職員がゼミナール、卒業研究その他別に定める正課授

業科目以外の正課授業科目の実習を伴う学外における指導のために引率する出張（国外

出張を含む。）をいう。ただし、国外正課授業科目指導出張は、国外での実習等が教育

課程表又はシラバス上で必要と明記されている正課授業科目に限る。） 

(6) 課外活動引率等出張（職員が学生の課外活動団体の指導者（学生生活支援部長から

委嘱を受けた者）で、当該課外活動団体が学外において合宿、対外試合又は公演等を行

うときに、引率等をするための出張（国外出張を含む。）をいう。） 

(7) 課外活動学生募集出張（職員が学生の課外活動団体のうち指定強化を受けている課

外活動団体の指導者（学生生活支援部長から委嘱を受けた者）で、当該課外活動団体の

強化を目的とした学生募集活動をするための出張をいう。） 

（旅費の請求） 

第３条 旅費の支給を受けようとする者は、旅費申請時又は帰着時に、旅費の請求に必要な
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請求書等の資料を受付事務担当部署へ提出しなければならない。 

（旅費の精算） 

第４条 出張期間中に負傷、疾病、天災その他やむを得ない事故により、出張を変更、取消

し又は中止したときは、速やかに、旅費を精算しなければならない。 

（旅費の種類） 

第５条 旅費の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 交通費 

(2) 宿泊費 

(3) 日当 

(4) 諸費 

（交通費） 

第６条 交通費（鉄道賃、航空賃、船賃及び車賃）は、別表第１又は別表第２により支給す

る。 

２ 交通費の計算において、通勤手当支給区間と重複する区間については、支給の対象とし

ない。 

（宿泊費） 

第７条 宿泊費は、出張中の宿泊に要する費用とし、次に掲げるとおり支給する。 

(1) 国内出張による宿泊費は、出張中の夜数に応じ別表第１により支給する。 

(2) 国外出張による宿泊費は、国外滞在期間中の夜数に応じ別表第２により支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、宿泊を伴う交通機関を利用した場合は、その間の宿泊費は、

支給しない。 

３ 夕食及び朝食の２食付き又はどちらか１食付きの宿泊料金の場合は、宿泊費の範囲内で

支給することができる。 

（日当） 

第８条 国内出張による日当の額は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 片道100キロメートル以上の出張による日当の額は、別表第１による。 

(2) 片道50キロメートル以上100キロメートル未満の出張による日当の額は、別表第１

による日当の半額とする。 

２ 国外出張による日当の額は、別表第２による。 

３ 前２項の規定にかかわらず、神奈川大学職員研修規程に基づく研修に参加するための研

修出張については、日当を支給しない。 
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（諸費） 

第９条 諸費は、出張に伴う査証料、渡航手数料、空港使用料、航空保険料等に充てるもの

とし、実費を支給する。 

（旅費の計算） 

第10条 旅費は、勤務地から校務を行う目的地までの経済的な通常の経路及び方法により

計算する。ただし、校務上の必要又は天災等により経路を変更した場合は、実際にとった

経路及び方法による。 

２ 旅費計算上の出張日数は、校務上必要と認められる日数とする。 

３ 旅費の計算方法は、学校法人神奈川大学旅費支給計算基準（以下「計算基準」という。）

による。 

（旅費の特例） 

第11条 旅費は、特別な理由により、この規程に定める額（以下「定額」という。）を上

回る額の支給がやむを得ないものと予算責任者が認めた場合は、実費を支給することがで

きる。 

２ 旅費は、予算その他の事情により、定額を下回る額の支給ができる。 

３ 本法人以外の機関・団体から旅費の全部又は一部について補助を受けるときは、その補

助額を差引き支給する。 

４ 業務及び研修出張において宿泊を伴うことが明らかな場合又はゼミナール・卒業研究指

導出張若しくは課外活動引率等出張で宿泊を伴う学生引率を行う場合は、計算基準に定め

る宿泊費支給距離未満であっても宿泊費を支給することができる。 

５ 集会、大会、研修等の主催者が宿泊施設を指定し、宿泊料金が宿泊費を超える場合は、

実費を支給する。 

６ 集会、大会、研修等において、参加費に宿泊料金が含まれていることが明らかな場合は、

宿泊費を支給しない。 

（旅行パック商品の利用） 

第12条 旅行パック商品の利用は、当該旅行パック商品の料金（以下「パック料金」とい

う。）が交通費、宿泊費及び諸費との区分がないもので、この規程による交通費、宿泊費

及び諸費の合計額を比較し、パック料金が安価な場合に限り、これを認める。 

（旅費支給の制限等） 

第13条 学会出張の旅費支給は、年度内２回まで１回につき３泊４日を限度とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前項に規定する２回の学会出張を報告者又は討論者として参
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加した者が、３回目の学会出張に報告者又は討論者として参加する場合に限り、３泊４日

を限度に旅費支給を認めるものとする。 

第14条 ゼミナール・卒業研究指導出張の旅費支給は、指導クラスごとに、年度内に国内

外あわせて４回まで１回につき３泊４日を限度とする。 

第15条 課外活動引率等出張の旅費支給は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 宿泊を伴う出張は、１回につき４泊５日を限度とする。 

(2) 前号の規定にかかわらず、指定強化を受けている課外活動団体の指導者（学生生活

支援部長から委嘱を受けた者）になっている職員については、１回につき宿泊費は実日

数分を、日当は５日を限度に支給することができる。 

（事務） 

第16条 旅費支給に関わる事務は、総務部総務課、研究支援部、平塚事務部庶務課及び附

属学校事務室が行う。 

（所管） 

第17条 この規程に関する事務の所管は、総務部総務課とする。 

（改廃） 

第18条 この規程の改廃は、理事会が行う。 

附 則 

１ この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

２ 神奈川大学旅費規程（平成11年２月９日規程第510号）は、廃止する。 

別表第１（第６条、第７条、第８条関係） 

国内旅費 

交通費 鉄道賃 実費 （ただし、ゼミナール・卒業研

究指導出張の交通費は、合計

25,000円を限度） 

航空賃 エコノミークラスの実費 

船賃 実費 

車賃 実費 

宿泊費（1泊につき） 13,000円を限度に実費 

日当（1日につき） 3,000円 

別表第２（第６条、第７条、第８条関係） 

国外旅費 

交通費 鉄道賃 実費 （ただし、ゼミナール・卒業研

究指導出張の交通費は、合計航空賃 エコノミークラスの実費 
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船賃 実費 25,000円を限度） 

車賃 実費 

宿泊費 

（1泊につき） 

指定都市 19,000円を限度に実費 

甲地方 16,000円を限度に実費 

乙地方 14,000円を限度に実費 

丙地方 12,000円を限度に実費 

日当 

（1日につき） 

指定都市 6,000円 

甲地方 6,000円 

乙地方 5,000円 

丙地方 4,500円 

備考 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分は、別に定める国外出張に係る地域区

分表による。 

 


